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建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける
場合　利用居室（当該建築物に利用居室が設けられ
ていないときは、道等。ウにおいて同じ。）、住戸
から当該車いす使用者用便房までの経路

建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設
ける場合　当該車いす使用者用駐車施設から利用居
室、住戸までの経路

次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち１以
上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

（1）

移動等円滑化経路上に階段又は段を設けてはならない。
ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設
する場合は、この限りでない。

（2）

建築物に、利用居室を設ける場合　道等から当該利
用居室までの経路

同左。ただし、地上階又はその直上
階若しくは直下階のみに利用居室を
設ける場合にあっては、当該地上階
とその直上階又は直下階との間の上
下の移動に係る部分を除く。

同左。ただし、地上階又はその直上
階若しくは直下階のみに住戸を設け
る場合にあっては、当該地上階とそ
の直上階又は直下階との間の上下の
移動に係る部分を除く。

ア

イ

ウ

同左

同左

同左

建築物に、住戸を設ける場合　道等から当該住戸ま
での経路

エ

段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであ
ること。

両側に、次に掲げる手すりを設けること。

多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでな
ければならない。

表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。

手すりを設けること。

ア

イ

(ｱ)

同左

同左

段がある部分は、次に掲げるものである
こと。

（1）

1-1

1-1

1-1

1-1

2-1

オ

カ

ウ

同左
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―
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―
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

※「ア　共同住宅以外」（P.57～162）の参考図番号を示しています。

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

１.移動等円滑化経路

2. 敷地内の通路

整備基準2

Ⅱ

マ
ニ
ュ
ア
ル
編

（
１
）
指
定
施
設
整
備
基
準

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

イ
共同
住宅



167

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※
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―
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2-3
2-4

2-4

2-2
2-4

手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端か
ら75センチメートル以上85センチメートル
以下とすること。

ｅ

段がある部分の手すりは直線の形状とする
こと。ただし、建築物の構造上やむを得な
い場合は、この限りでない。

ｄ

手すりの端部には、傾斜部分となだらかに
接続した水平部分を設け、その先端を壁面
又は下方へ巻き込むこと。

ｃ

―

―

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色
相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に
識別できるものとすること。

傾斜路は、次に掲げるものであること。

勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチ
メートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超え
る傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを
設けること。

エ 同左

同左

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる
ものを設けない構造とすること。

同左

回り段でないこと。 ―

けこみ板を設けること。 ―

段鼻には、滑り止めを設けること。 ―

―

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続し
て設けること。ただし、通行動線上その他
やむを得ず手すりを設けることのできない
部分を除く。

a

―

―

―

同左

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

b

握りやすい形状とすること。c

手すりの端部には、水平部分を設け、その
先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d

その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の
差が大きいことによりその存在を容易に識別で
きるものとすること。

(ｲ)

(ｱ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｲ)

2-5

2-6

2-3

2-3
2-4

2-5

勾配が12分の１を超え、又は高さが
16センチメートルを超え、かつ、勾
配が20分の1を超える傾斜がある傾
斜路には、手すりを設けること。

2-5

2-5

2-5

2-6

2-6

踊場の手すりは、段がある部分と連続して設け
ること。ただし、通行動線上その他やむを得ず
手すりを設けることのできない部分を除く。

a

握りやすい形状とすること。ｂ

f ― ―
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

同左

幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの
幅は、それぞれ10センチメートルを限度と
して、ないものとみなす。）が、120セン
チメートル以上

a

―

―

―

けあげの寸法が、18センチメートル以下b

踏面の寸法が、26センチメートル以上c

勾配は、12分の１を超えないこと。(ｲ)

高さが75センチメートルを超え、かつ、勾配が
20分の１を超えるものにあっては、高さ75セ
ンチメートル以内ごとに踏幅が150センチメー
トル以上の踊場を設けること。

(ｳ)

(1)エ(ｱ)に定める構造の手すりを設けること。
(1)エ(ｱ)再掲載

(ｴ)

同左。ただし、高さが16センチメー
トル以下のものにあっては、８分の１
を超えないこと。

同左

幅は、140センチメートル以上とすること。た
だし、次に掲げる段に併設するものにあっては
100センチメートル以上とすること。

(ｱ)

傾斜路は、次に掲げるものであること。オ

幅は、段に代わるものにあっては
120センチメートル以上、段に併設
するものにあっては90センチメート
ル以上とすること。

2-6
2-7

― 2-7

2-7

2-7

―

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続し
て設けること。ただし、通行動線上その他
やむを得ず手すりを設けることのできない
部分を除く。

a

―

―

―

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

b

握りやすい形状とすること。c

手すりの端部には、水平部分を設け、その
先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d

2-3

2-3
2-4

2-6

2-6

同左

同左

50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場
所を設けること。

ウ

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他
の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ
2-1

2-1

2-6
2-7

2-6
2-7

―両側に、側壁又は高さ５センチメートル以上の
立ち上がり部を設けること。

(ｵ) 2-6
2-7

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定
によるほか、次に掲げるものでなければならない。

（2）
同左

幅は、140センチメートル以上とすること。イ 幅は、120センチメートル以上とすること。 2-1

表面は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障
がない仕上げとすること。
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かご及び昇降路の出入口の幅は、80セ
ンチメートル以上とすること。
















